
                      

 

令和８年５月 22 日 

物 流 ・ 自 動 車 局 

物 流 政 策 課 

貨物流通事業課貨物経営戦略室 

 

物流拠点機能強化支援事業費補助金 

（非常用電源設備の導入補助事業及び災害時の支援物資輸送体制構

築促進事業）の公募開始 
 

 

 

 

 

 

1. 事業概要 

(1) 補助対象事業 

災害時のサプライチェーンの確保と災害対応能力強化のために、営業倉庫やトラッ

クターミナル等の物流施設に非常用電源設備の導入を行う事業や、ラストマイルにお

ける円滑な支援物資輸送体制の構築・強化を促すために地方公共団体と物流事業者等

の官民が連携して行う支援物資輸送訓練に要する経費の一部を補助 

 

(2) 補助対象事業者 

地方公共団体と物流事業者等で構成する協議会等 

 

(3) 補助対象経費（補助率） 

＜非常用電源設備の導入補助事業＞ 

非常用電源設備の導入費（設計・工事費を含む）（1/2 以内・上限 1,500 万円） 

 

＜災害時の支援物資輸送体制構築促進事業＞ 

訓練の実施に必要な企画制作費、旅費・交通費、物流専門家等の外部有識者に対  

する諸謝金、資機材等の借上げに係る経費 等（1/2 以内・上限 500 万円） 

 

2. 公募要領・応募様式等 

公募の詳細や申請様式等については、専用 Web サイト（下記 URL）に掲載の公募要領等

をご確認ください。 

専用 Web サイト：https://www.nttdata-strategy.com/lp/resilience_logistic/ 

 

 

物流施設における非常用電源設備の導入支援及び官民が連携して行う支援物資輸

送訓練を通じ、災害時のサプライチェーンの確保や災害時のラストマイルにおける円

滑な支援物資輸送体制構築促進の構築・強化を促すため、「災害時の支援物資輸送体

制構築促進事業」（補助事業）の募集を開始します。 



3. スケジュール 

公募期間：令和８年５月 22 日（金）～９月 30 日（水）まで（必着） 

※補助対象事業者への交付決定は申請後１ヶ月以内を予定 

事業期間：交付決定の日～令和９年２月 10 日（水） 

  

 

 

 

＜本申請・手続き等に関する問合せ＞ 

物流拠点機能強化支援事業費補助金事務局 

URL：https://www.nttdata-strategy.com/lp/resilience_logistic/  
 
＜本制度に関する問合せ＞ 

国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課貨物流通経営戦略室 平川、櫻庭 

（非常用電源設備の導入補助事業に関すること） 

TEL：03-5253-8111（内線 41-345、41-346）、03-5253-8297（直通） 

 

国土交通省 物流・自動車局 物流政策課 山口、中村 

（災害時の支援物資輸送体制構築促進事業に関すること） 

TEL：03-5253-8111（内線 41-823、41-824）、03-5253-8801（直通） 

 


